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日本生涯教育学会「研究助成」要綱 

 

１ 目的 

 日本生涯教育学会における、社会的有用性の高い生涯学習・生涯教育研究を推進するた

め、本学会会員の優れた、将来性のある、萌芽的な研究計画に対して、研究に要する経費

の一部を助成し、もって本学会の研究活動の活性化と発展を図ることを目的とする。 

２ 助成対象および応募資格 

  ・ 本学会の会員が行う研究（共同研究を含む）を対象とする。 

・ ただし、会員となって２年以上を経過し、かつ応募時において当該年度までの学会

年会費を完納している（応募時に当該年度を含め 3年以上の学会年会費を納入して

いる）会員に限る(共同研究の場合は応募者全員)。   （以下略） 

３ 助成金額 

・ 研究に要する経費の必要額を上限とし、１件あたり５０万円以内とする（原則とし

て研究に要する経費の一部を助成するものである）。ただし、１年度あたりの助成

金額の総額は１００万円を限度とする。 

・ 助成金額には後述の「研究報告書」の印刷に要する経費を含む。 （一部省略） 

４ 助成期間 

・ 学会大会時の総会で助成が決定した会員を発表する。なお、助成期間は当年度の 12

月１日から次年度末（３月末）までとし、助成期間内に研究を終了するものとする

（助成期間は 1年４か月）。 

５ 申請時期および審査機関 

・ 上記の期間に間に合うよう、アナウンスは５月発行の「学会だより」およびＨＰで

行う。締め切り 7月末とする。 

・ 審査委員会を設置し、助成研究の選考、ならびにその他この研究助成にかかわる事

項にあたる。                    

６ この制度の期間 

・ この研究助成制度の実施期間は当面２００７年度大会時より５年間とする。 

・ ２０１０年度大会の総会で、それまでの実績と学会の財政状態を勘案し、継続する

かどうかを決定する。 

７ 助成金受領者の義務 

  ①研究に使用した経費の報告（帳簿・領収書等） 

②受領した大会の次の大会での学会研究発表 

③助成期間終了後の次年度の年報への投稿（ただし、掲載を保証するものではない） 

④研究報告書（論集と合冊して発行予定）の提出 

⑤本学会の年報・論集等に限らず、当該研究の成果発表にあたっては、日本生涯教育

学会の助成研究であることを明記する 

・ なお、上記の義務を果たしていない場合には助成金の返還を求めることがある。 

８ 審査基準 

・ 研究目的―助成制度の目的との整合性、独創性、社会的有用性 
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・ 研究計画―研究スケジュールの的確性、具体性、研究経費の妥当性 

・ 研究方法―研究目的、研究計画との整合性 

・ 期待される成果―具体性 

・ その他―科学研究費等の助成研究に発展する可能性や実践的研究に配慮 

・ 応募した会員の大会での発表等のこれまでの学会活動についての実績を確認 

９ その他 

・ 審査基準、応募件数等は公表する。 

・ 助成に値する研究の応募がない場合には「該当者なし」とする。 

    

  


